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ＭＰＩの勧告ＮＰＴ再検討会議へ
【解説】再検討会議のしくみ
ヨーロッパに４８０発の核爆弾
米軍再編・主な動き（１０）
原子力空母・米太平洋軍の心は？

勧告の内容

　１１項目の勧告の全訳を２～３ページに掲載する。要約を
箇条書きにすると次のようになる。

１．不拡散と軍縮の両方をバランスよく強化せよ。
２．９５年と２０００年の合意の実質を継承せよ。
３．米ロはモスクワ条約を不可逆的に検証を伴って実行
せよ。更なる削減を交渉せよ。

４．米ロは非戦略核兵器に関する諸問題に取り組め。
５．核兵器国は、核発射態勢を緩和せよ。２０１０年までに完
全解除せよ。

６．新型核兵器の研究中止や非核兵器国への核兵器使
用の法的禁止などによって、核兵器の役割を縮小せよ。

７．ＦＭＣＴ（カットオフ条約）の交渉を開始せよ。核兵器に
使用可能な核分裂物質の総目録作成に着手し、生産
禁止を検討せよ。

８．保障措置追加議定書への参加を標準的義務とせよ。
９．再検討会議の開会前にＣＤ（ジュネーブ軍縮会議）の

作業プログラムに合意せよ。核軍縮を扱う下部委員会
を設置せよ。

１０．ＣＴＢＴを早期発効させ、発効まで実験停止を継続せよ。
１１．再検討会議を、核兵器の完全廃棄に必要な要件を１
３項目合意の上に築くための熟考の機会とせよ。

　２月１５日、８つの国際ＮＧＯが参加する核軍縮ネットワーク「中堅国家構想（ＭＰＩ）」
は、来るべき第７回ＮＰＴ（核不拡散条約）再検討会議に対して勧告を行うための報告
書「ＮＰＴの将来について」を提出した。それは、主要なＮＰＴ参加国に送付されるととも
に、ダグラス・ロウチＭＰＩ議長を団長とする代表団が、カナダ、イギリス、ノルウェー、ベ
ルギー、オランダ、イタリア、ドイツなど、主要なＮＡＴＯ諸国を訪問し、関係者に手渡
された。ノルウェーでは首相、カナダでは副首相、ドイツでは外相が面会に応じた。
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「東北アジア非核地帯」完成！
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　中堅国家構想（ＭＰＩ）は、ＮＰＴ加盟国に
対して以下の政策選択を勧告する。

１．再検討会議がよい成果をあげるかどう
かは、ＮＰＴ条約のあらゆる側面に対して
平等に取り組むことができるかどうかに
依存している。ＮＰＴに含まれる核不拡散
および核軍縮に関する誓約を強めること
は、バランスのとれた方法においてなさ
れるべきである。

２．再検討会議は、２０００年に採択された１３
項目の実際的措置および１９９５年に採択
された「中東に関する決議」を含む、全
会一致の決定の実質を参照しなければ
ならない。

３．アメリカとロシアは、モスクワ条約の下で
の削減に、透明性の原則、不可逆性の
原則、そして検証可能性の原則を適用
することによって、またさらに、弾頭と運搬
システムを含むすべての保有核兵器に
おいて、大幅で、検証をともない、不可逆
的なさらなる削減を交渉することによっ
て、「モスクワ条約」をいっそう前進させ

るべきである。

４．ロシアとアメリカは、次のような手段を通
して、両国の非戦略核兵器を抑制するよ
り広範なプロセスに取り組むべきである。
すなわち、１９９１－１９９２年のイニシャチブ
を公式化し検証すること、透明化措置を
講じること、保安措置を講じること、米国
はＮＡＴＯ諸国の領土に配備された核爆
弾を撤去すること、および非戦略核兵器
のさらなる削減と廃棄に関する交渉を開
始すること、などの手段がある。

５．核兵器国は、２０１０年の再検討会議まで
に地球規模での核戦争態勢の解除を達
成するという目標をもって、自国の核戦力
の態勢解除の実施を立案し実行すること
によって、核兵器システムの作戦準備態
勢を低下させる（「警戒態勢の解除」）と
いう彼らの誓約を履行すべきである。

６．核兵器国は、さらに、改造または新型核
兵器の研究や開発をしないことによっ
て、またＮＰＴに加盟する非核兵器国に
対して核兵器を使用しない法的な拘束

　勧告は、１月２６日～２８日、米国アトランタ州のカーター・
センターで行われた会議（本誌２２８・９号参照）での議論を
踏まえて作成されたが、あくまでもＭＰＩの責任において
作成されたものである。
　勧告の中味は、平和市長会議の２０２０ビジョン１や日本
の反核運動の要求に照らせば、弱すぎると映るかも知れ
ない。しかし、それぞれのＮＧＯの提言には、それぞれの重
要な役割がある。ＭＰＩの勧告が果たそうとしている役割
を理解するために、次の２つの背景を説明しておきたい。

　第一に、ＭＰＩ勧告は新アジェンダ連合が蓄積し
てきた努力を基礎において、新アジェンダ連合が果たす
べき役割を想定している。
　その際、新アジェンダ連合の努力によって２０００年会議
において勝ち取られた１３項目合意を、米国がすでに反
古にする意図を明らかにしていることを背景として考え
なければならない。その中には「保有核兵器の完全廃棄
を明確に約束する」という重要な約束が含まれている。
　たとえば、ジョン・ウルフ米国務次官補（不拡散担当）
は、軍備管理協会（ＡＣＳ）とのインタビューで次のように
語っている２。
　「１３項目合意は、２０００年再検討会議においては、重要
な結論であった。しかし世界は変わった。議論は２０００年
に拘束されるべきではない。…」
　「…２０００年にもどって、その後の５年間に何事も無かっ
たように装うこともできるかも知れない。しかし、そうではな
くて、我 は々２００５年を出発点とし、世界情勢がどうなって

いるかを吟味し、２００５年からどこに向かうのかを議論す
る積もりである。」
　このように、米国は北朝鮮、イランなどに見られるＮＰＴ
体制下で進行している核拡散に関心を集中しようとして
いる。「第６条（核軍縮義務）問題は存在しない」３とさえ主
張している。
　ＭＰＩの勧告は、このような米国の強硬路線を踏まえて
「不拡散と軍縮のバランス」（第１項）を強調している。ま
た、「９５年と２０００年合意の継承」を勧告している（第２項）。
この文脈において語られる「バランス」は、「核軍縮を前
進させよ」という鋭いメッセージである。

　第二に、ＭＰＩは、平和市長会議や積極的なＮＧ
Ｏが再検討会議に託している核兵器廃絶への熱い要求
を、条約加盟国が汲み取り、熟考することを勧告してい
る。とりわけ、１３項目合意の上に何を具体的に積み上げ
るべきかを検討することを求めている（第１１項）。ＭＰＩ勧
告は、このように、廃絶に向かう内容をもった奥行きのある
項目を掲げることによって、新アジェンダ連合が核兵器
廃絶勢力と志をともにしながら、なお橋渡し役であり続け
る道を示唆し、そのために新アジェンダ連合がとりうる表
現方法を例示する役割を果たしている。（梅林宏道）

注）
１．http://www.pcf.city.hiroshima.jp/mayors/jp/ecbn/index.html
２．『アームズ・コントロール・ツデイ』２００４年６月号
３．ジョン・ボルトン米国務次官の発言。本誌２１３号（０４年７月１日）
４ページ参照。

力を持った条約に関する交渉を開始す
ることによって、安全保障政策における
核兵器の役割を縮小するという誓約を
履行すべきである。

７．諸国家は、交渉は、既存の軍事用核物
質を取り扱うことを含め、幅広い問題を
論じることができるし、またそうすべきで
あるという理解のもとに、１９９５年の「専門
コーデイネーターの声明」とそこに含まれ
る任務に従って、兵器用核分裂性物質
の生産を禁止する条約に関する交渉を
開始し、迅速に締結すべきである。その
条約の検証に関する諸問題に助力を与
えるため、専門家委員会をできるだけ早
く設立すべきである。さらに諸国家は、兵
器に使用可能な核分裂物質や核弾頭に
ついての地球規模での目録を作成する
ために努力するとともに、核兵器国は、余
剰になった軍事用核分裂物質を国際的
な検証のもとに置くことを加速させるべき
である。諸国家は、兵器に使用可能な全
ての核分裂性物質の生産を禁止し、ウラ
ン濃縮とプルトニウム再処理の技術、お
よびその提供と取得の一時停止に関す
る多国間管理を確立するという提案に
ついて、真剣に考慮すべきである。　

８．「保障措置に関する追加議定書」への参

勧告
資料

●Ｍ
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加は、不拡散義務の遵守を示す普遍的
な基準であるべきであり、また核燃料へ
のアクセスができる、違反のないＮＰＴ加
盟国の待遇を受けるための普遍的な基
準であるべきである。

９．再検討会議より前に、あるいは再検討会
議において、核軍縮を扱う下部組織を含
むＣＤ（ジュネーブ軍縮会議）の作業計
画についてしっかりした合意がなされる
べきである。前もってそのような合意に達
しておくことは、会議の協力的な結果へ
の期待を非常に高めることになる。万が
一、作業計画の行き詰まりを打開するこ

とができないと判明した場合には、代わり
の場を追求すべきである。

１０．ＣＴＢＴ（包括的核実験禁止条約）は、早
期に発効されるべきである。それまで
の間、各国は核実験の一時停止を守り
続け、ＣＴＢＴ機構準備委員会に資金を
出し続け、国際監視制度の完成を支
援し続けるべきである。

１１．核兵器の完全軍縮に導かれる、一国
で、二国間で、また多国間で取り組むこ
とのできる措置を特定するために、諸
国家は、ＮＰＴ再検討過程によって与え

られた、１３項目の「実際的措置」を発展
させる機会を、核兵器の廃棄のための
法的、政治的、技術的要求をより深く考
察するために活かさなければならな
い。 検証に関するイギリスのイニシャ
チブ、安全の保証についての新アジェ
ンダ連合（ＮＡＣ）の提案、そして非核
兵器地帯の強化と拡大などは、このよう
な積極的な例である。このような考察
は、核兵器に依存しないで安全を高め
る方法についての研究を含むべきであ
る。（訳：湯浅一郎、ピースデポ）
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ＮＰＴ再検討会議のしくみ
　　今年の５月２日～２７日、ニューヨークの国連本部で第７回ＮＰＴ（核不拡散条約）
再検討会議が開かれる。この５年に一度の重要な会議のしくみについては、あまり
知られていない。そこで、ＮＰＴ再検討会議の基本的な構造と審議のプロセスについ
て、簡単に紹介しよう。

解説

◆再検討会議と準備委員会

　１９７０年に発効したＮＰＴは、条約の運用状況を点検す
るために、第８条の規定に従って、５年ごとの再検討会議
を開くことを定めている。１９７５年に第１回再検討会議が
開かれ、その後５年ごとに再検討会議が開かれてきた。
今年の会議で７回目ということになる。その歴史をふりか
えると、再検討会議が、必ずしも成功裏に終了してきたわ
けではないことがわかる。冷戦下にあった第１回から第４
回（１９９０年）には、米・ソ・非同盟諸国の間で三つどもえの
激しい対立がみられ、第２回（１９８０年）と第４回（１９９０年）会
議では、会議の最終宣言を採択することにすら失敗した。
　最近では、再検討会議に先立つ３年の間、毎年準備委
員会が開催される。これは、「再検討・延長会議」という特
別の名前で呼ばれる１９９５年の第５回会議において、「条
約再検討過程の強化」が決定されたことに基づくもので
ある。２０００年再検討会議に向けて、１９９７、９８、９９年のそれ
ぞれに準備委員会が開催された。同じように、２００５年再
検討会議に向けて、２００２、０３、０４年に準備委員会が開催
された。

◆主要委員会と下部機関

　再検討会議は主に、「本会議」と呼ばれる全体会議の
ほか、３つの問題群（クラスター）にそって分けられた３つ
の主要委員会（メイン・コミッティー、ＭＣ）によって構成され
る。３つの主要委員会とは、すなわち、第１主要委員会（核
軍縮関連）、第２主要委員会（保障措置・非核兵器地帯関

連）、第３主要委員会（原子力の「平和利用」関連）である。
核軍縮義務を定めた第６条問題は、第１主要委員会で議
論される。この構造をわかりやすく示すために、２０００年再
検討会議の構造を４ページに図示した。
　２０００年会議において注目すべきは、臨時の機関とし
て、主要委員会の下に２つの下部機関が設置されたこと
にある。第１主要委員会の下には第６条関連の実施のた
めの実際的措置を検討する下部機関１が、第２主要委員
会には中東の非核地帯化の問題を含む地域問題を取り
扱う下部機関２が置かれた。
　言うまでもなく、３つの主要委員会で議論するテーマは
相互に重なりがあり、委員会の再構成がしばしば主張さ
れる。また、第１主要委員会が多くの議題を取り扱って比
較的過重負担なのに対し、第３主要委員会は所定の日
程を使い切らずに終了することも多いという。また、上述
したように２０００年会議においては２つの下部機関が設置
されたが、こうした機関の存在は、その時々の加盟国が
何を重要課題と考えているのかを示すものである。「核
軍縮」と「中東問題」は、９５年の再検討・延長会議の決定
や決議における中心問題であった。最近の準備委員会
においても主要な争点であった。しかし、来る２００５年会
議においては、どのような付属機関を設置すべきかにつ
いて意見がまとまっていない。　

◆審議の流れ

　再検討会議における審議の流れは次のようになる。ま
ず本会議で各国の代表演説が行われる。その後、３つの
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主要委員会がそれぞれに審議を行い、合意に至らな
かった点も含めて各議長が委員会報告書を本会議に送
る。次に、報告書をもとに全体会議で集中的な審議を行
い、それらを経て最終的な合意文書あるいは宣言をまと
め、全体で採択するというものである。
　２０００年再検討会議の場合、国家グループ間の意見の
対立が続き、会期の中盤まで最終的な合意達成は困難
と見られていた。しかし、５核兵器国が新アジェンダ７か
国を交渉相手に選び、非公式協議を申し出たことで事
態は予想外の大きな展開を見せた。バーリ議長もこれを
支持し、全体会議とは別の、「５＋７」の非公式協議が重ね
られることになった。結果的に、核廃絶への「明確な約
束」を含む最終文書が、予定された終了時間を１７時間も
延長したものの、全会一致で採択された。この合意に至
るまでの経緯については、「報告：ＮＰＴ１３項目合意と日
本」（『核軍縮と非核自治体・２００１』収録）などに詳しい。

◆議長の重要な役割

　２０００年会議における合意過程でも明らかなように、Ｎ
ＰＴ再検討会議において、本会議、主要委員会といった
「公式」の枠組みとは別の「非公式」のセッションの果た
す役割は大きい。その中で重要な役割を担っているの
が議長である。今年の議長候補にあげられているのは、
ブラジルのセリジオ・ケイロス・ドゥアルテ大使である（第
１主要委員会には、インドネシアのパルノハディニングラット
大使、第２主要委員会にはハンガリーのモルナー大使、第３

主要委員会にはスウェーデンのボニアー大使が就任予

定）。議長には、議題の設定、議題の各委員会への割り振
り、会議の運営手続きの決定など、調整が必要な場面に
おいてその手腕の発揮が求められる。実際の合意内容
の形成は、議長を中心としたいくらかの有力国による、非
公式な根まわしの場で行われていることが多い。１９９５年
再検討会議においては、当時のダナパラ議長が召集し
た約２５か国による非公式協議が、「核削減への体系的
かつ前進的な努力を断固として追求する」とした「核不
拡散と核軍縮のための原則と目標」文書の決定を導き出
したといわれている。
　しかし、こうしたやり方には、民主主義の観点から強い
批判もある。例えば、英アクロニム研究所のレベッカ・ジョ
ンソン氏は、「議長協議という形が重要文書の交渉にお
ける一般的な形式として確立されるのであれば・・・代表
性や参加に関する問題を、もっと満足にいく形で解決し
なければならない」と懸念する※。多数の国 を々排除して
までも最終合意に到ることに重きを置くか、オープンな対
立を通じて国際世論を喚起することに重きを置くかとい
う問題は、今後も議論されるべきことであろう。

◆ＮＧＯの参加

　再検討会議、準備委員会には、事前に登録したＮＧＯ
だけが参加できる。２０００年会議には１４１のＮＧＯが集まっ
た。実際のところ、かなりの本会議・委員会が非公開であ
り、透明性のある公開の討論には程遠いといわざるを得

２０００年ＮＰＴ再検討会議の構造

副議長（３３カ国から選出）
事務局長
起草委員会
資格審査委員会

議長

本会議

第１主要委員会（ＭＣ．Ⅰ）
核軍縮関連

第２主要委員会（ＭＣ．Ⅱ）
保障措置・非核兵器地帯関連

第３主要委員会（ＭＣ．Ⅲ）
原子力の平和利用関連

下部機関１
核軍縮の実際的措置

下部機関２
地域問題（中東問題含む）
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　この時期における米軍再編の動向を分析するときに二つの座標軸を持つ必
要がある。一つは、前号に詳述した日米の「共通の戦略目標」を建前とした日米
役割分担と基地の個別論の協議である。もう一つは、５月１６日に提出期限が迫っ
ている米国防総省の米国内基地閉鎖再編（ＢＲＡＣ０５）案の作成作業である。以
下の年表にも、それらを反映した記事を見ることができる。

米軍再編を巡る主な動き（１０）
（２００５年３月１６日～３月３１日）

　沖タイ＝沖縄タイムス。琉球＝琉球新報。（作成：ピースデポ）　

３月１６日 稲嶺沖縄県知事、ワシントン・ナショナル・プレスクラブ
で記者会見。普天間飛行場の県外移設も視野に入れ
るよう求める。同時に「ＳＡＣＯ合意は生きている」と語り、
記者から「分かりにくい」との批判。（沖タイ）

３月１６日 沖縄県伊良部町議会、３月定例会で、下地島空港への
自衛隊駐留を要請する緊急動議を賛成多数で可決。

３月１８日 在日米軍ライト司令官、横田基地でインタビュー。米陸
軍第１軍団司令部のキャンプ座間へ移転構想で司令
部は小規模なものになると見方を示す。

３月１８日 大野防衛庁長官、テレビの報道番組で在沖海兵隊の
県外移転の可能性に言及。発言は、政府見解の「沖縄
駐留の地理的優位性」と「戦略的重要性」から踏み出
すもの。（沖タイ）

３月１８日 米太平洋軍司令部ゲーリ・ローヘッド副司令官、沖縄
県知事と会談。普天間問題で辺野古沖以外も含めて
早期返還を追求する必要性ありとの発言。

３月１８日付 小泉首相、昨年１１月チリでの首脳会談でブッシュ大統
領に米軍基地整理縮小に連動して自衛隊の任務や役
割を増強する方針を明言。複数の日米関係筋。また、
首相は沖縄の基地返還に伴う地主らの経済的損失は
日本政府の責任で補てんとの考えも伝達。(共同)

３月１８日付 １５日の日米外務・防衛審議官級協議で、日本側が米
軍の三沢、横田、厚木、岩国基地について、管理権の日
本返還を求めた。防衛庁首脳も４基地を名指し「空港
の管理権と管制権を日本に戻す方向」と述べる。(読売)

３月１９日 来日中のライス米国務長官、大野長官に対し、ドイツの
例を出し「米軍撤退は地域経済に影響が出る」と指摘。
(毎日)

３月２１日 沖縄普天間基地の移設問題を巡り、こう着打開の計画
見直しを主張する防衛庁に対し首相周辺は代替案な
い中で見直しに動くことに否定的。政府内での路線対
立に米側はいら立ち。(日経)

３月２２日 大野防衛庁長官、ファロン米太平洋軍司令官と防衛庁
で会談。長官は「米軍駐留経費も削減可能」と基地共
同使用を米側と積極的に検討する方針を強調。ファロ
ン司令官も「効率化のため」と同意。（時事）

３月２２日 米陸軍司令部の組織改編案概要が判明。司令部組織
を簡素化し大小２段階に整理。第１軍団司令部は小規

模司令部に分類され、軍団の名称も変更される見通
し。（毎日）

３月２３日 米海軍、０８年退役の空母キティホークの後継艦として、
同じ通常型空母ジョン・Ｆ・ケネディを起用する意向を
固める。海軍当局者。(共同)

３月２５日 沖縄県伊良部町議会臨時議会、下地島空港への自衛
隊誘致に一転して反対する決議を１６対１で可決。１６日
の誘致決議に対し町民から反発が噴出、誘致に動い
た議員の多くが翻意。(共同)

３月２８日 町村外相・大野防衛庁長官、全国渉外知事会メンバー
と米軍再編で意見交換。知事側は遊休化している施設
の返還を要求。大野長官、今後の日米交渉で取り上げ
る考えを示す。同知事会と政府の公式協議は初めて。

３月２８日 小泉首相、参院財政金融委員会で、普天間飛行場移
設問題は「このまま放置できない」とし、計画見直しを検
討する考えを改めて示す。

３月２８日 普天間飛行場移設問題で、現在の米軍機能を他基地
に分散移転し飛行場を自衛隊に移管する構想が日米
両政府間で浮上。有事に米軍が「戦略輸送拠点」とし
て使う考え。

３月２９日 ラムズフェルド米国防長官、国防総省で記者会見。米
国内基地整理・閉鎖計画で、対象基地数を当初想定よ
りも減らす考えを示唆。地域経済への影響を懸念する
米議会に配慮。

３月３０日 稲嶺沖縄県知事、県庁内で民主党前原議員と会談。こ
の中で知事、米軍機能の自衛隊肩代わりに反対する
考えを明確に表明。

３月３０日 野党国会議員の議員連盟「沖縄等米軍基地問題議員
懇談会」が設立総会。会長に鳩山民主党元代表、事務
局長に同党斉藤勁（参院神奈川）を選出。

３月３１日付 米空軍再編案の骨格が明らかに。日米関係筋。海外の
航空団を再編、米内外主要基地に計１０の「戦闘司令
部」を創設。グアムの第１３空軍司令部をハワイに移転、
戦闘司令部を設置。第５空軍との統合案は白紙に。（共
同）

３月３１日 米海外基地見直し委員会、議会に活動の現状を知ら
せる手紙を提出。中間報告を５月中旬までに議会に提
出すると述べる。

米軍
再編

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ない。しかし、少しずつではあるが状況は改善している。
　ＮＧＯのメンバーが各国代表団の前で意見陳述を行う
セッションが、まず非公式に開催されるようになったのは、
１９９７年の準備委員会からである。２００２、０３、０４年の準備
委員会では、それぞれ３時間のＮＧＯセッションが公式プ
ログラムの一環として開催されるようになった。ＮＧＯの参
加枠について、２０００年最終文書に含まれる「強化された
ＮＰＴ再検討過程の有効性の改善」と題されたセクション

の一項目として、次のように合意されたからである。
　「締約国はまた、準備委員会および再検討会議におい
て、ＮＧＯに会合の時間が割り当てられるべきであると合
意した。」
　なお、今年の再検討会議においても、５月１１日にＮＧＯ
セッションが予定されており、現在、各国のＮＧＯの中心メ
ンバーが準備を進めている。（山口響、中村桂子）

　 　

　　注）※レベッカ・ジョンソン　「ＮＰＴ：挑戦の時」　２０００年２月

●Ｍ
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　米海軍が横須賀基地の空母キティホークの後
継に、通常型空母ジョン・Ｆ・ケネディ（ＪＦＫ）を起
用する意向を示したことに対し、横須賀市の沢田
秀男市長は「期待感を抱いているのは事実」とし
た上で、「今までも米議会でさまざまな発言が出
ており、いずれも決定ではない。まだ予断を許さな
い状況で、米議会の動向に細心の注意を払って
いく」と慎重姿勢を崩していない。
　米海軍の意向が決まっても、国防総省、国務
省など米政府内で協議は続き、実際に横須賀に
配備されるには、議会の承認という手続きが不
可欠。市は米議会の動きを見ながら、必要があ
れば日米両政府などに、新たな働きかけを行う
方針だ。
　２０１８年に退役予定だったＪＦＫを０６年に前倒し
退役させる案は、老朽化したＪＦＫの維持費（０６年

以後の６年間で約１３００億円）を削減するために浮
上した。予備役のＪＦＫを再稼動させると維持費
のほか、改修などで数百億円の費用が必要とさ
れる。米議会内では当然、反対の声も予想され、
米軍関係者は「空母を１隻減らす削減効果は大
変なもの。議会がそれを取るか、日米間の政治
的な判断を取るかだ」と指摘する。
　また、松沢成文知事は「外務省に国益に基づ
いた交渉をきちんとしてもらえれば、ＪＦＫが後継
艦になる可能性はある」と述べ、国民感情に沿っ
た対米交渉を進めてほしい考えを表明した。
　「原子力空母の横須賀母港問題を考える市民
の会」共同代表の呉東正彦弁護士は「反対の姿
勢を示した地元自治体の動きが、米側に大きな
影響を与えている」と評価しながら、「米議会で
海軍案がすんなり通るとは思えない。日本政府
は地元の声を米側に伝えるだけでなく、主体的
に動くべきだ」と訴えた。
　別の筋は、この提案と陸軍第1軍団の移駐との
リンクを指摘する。すなわち、第１軍団司令部の
移駐を優先させたい米国は、当面は空母問題で
は政治的譲歩をするかもしれない。

Today's Stories

　米太平洋軍（ＰＡＣＯＭ）の公式ホームページ（http://www.pacom.mil/）には、毎日いくつかの一般

紙記事が紹介される（「Today's Stories」のコラム）。太平洋軍の責任地域内で起こった関心を惹く
内容の記事が選ばれており、通常、２～３日で消えて行く。

　そこに、３月２５日付の下記のような横須賀への原子力空母反対世論を伝える神奈川新聞の記事

が掲載された。下記の記事において、見出しは米太平洋軍の記事の見出しをピースデポが訳したも

のであり、本文は、神奈川新聞をそのまま再録したものである。英文は、ほぼ忠実に日本語記事を訳

したものであることを確かめた。ただ、最後の１段落のみ、同じ日の同じ記者による１面の解説記事の

一部分を、太平洋軍が抜き出して追加したものである。

　わざわざ日本語記事を英訳しての掲載であり、この話題を拾った太平洋軍の心は何処にあるのだ

ろうか。騒ぎが起こっていることを議会に伝えたい？　横須賀市長の原子力空母反対のトーンはそん

なに強くないことを伝えたい？　空母１隻を退役→復帰の無駄を訴えたい？　単なる気紛れ？　

（編集部）

市長、空母ジョン・Ｆ・ケネディに
関して米議会の動向に注目

「神奈川新聞」２００５年３月２５日
真野大樹記者

米太平洋軍司令部の心は？
原子力空母反対の「神奈川新聞」記事を英訳して
ホームページに掲載

米
太
平
洋
軍
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
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　新情報に基づく分析

　米国が現在もおよそ４８０発の核兵器をヨーロッパに配
備していることが、この分野の調査で著名な米国のＮＧ
Ｏ「天然資源保護評議会」（ＮＲＤＣ）の報告書『ヨーロッパ
における米国の核兵器』（ハンス・クリステンセン著。２００４
年２月９日。以下、単に「報告書」と表記）で明らかになった。
　従来、ＮＲＤＣ自身もその数は１５０発と見積もっていた１。
報告書によると、その見積もりは、いくつかの政府情報源

の公式・非公式の発言や核兵器が配備されている基地
における貯蔵容量の推定値から導かれていた。しかし、
クリステンセンは、情報公開法を駆使したその後の情報
の蓄積と貯蔵容量についての新しい分析によって、これ
まで流されていた９０年代後半に４８０発から１５０発に削減
されたという情報は、実際には実行されなかったと判断
した。
　報告書で重要な役割を果たした新しい情報は、２０００
年１１月にクリントン大統領によって署名された大統領決

今もヨーロッパに４８０発の核爆弾

米国、ＮＡＴＯ諸国はＮＰＴ違反である

ヨーロッパに配備された米国の核兵器、2005年（出典：NRDC報告書）

国名 基地 搭載機(所属国) ＷＳＳＳ*完成
核爆弾の数

計
米国分担 受入国分担

ベルギー クライネ・ブローゲル F-16(ベルギー) 1992年4月 　　0 20 20

ドイツ ビュヒェル PA-200(独)** 1990年8月 　　0 20 20

ネルベニヒ*** PA-200(独)** 1991年6月       0 0 0

ラムスタイン F-16C/D(米) 1992年1月     90† 40†† 130

ギリシア アラクソス*** 1997年9月       0 0 0

イタリア アビアノ F-16C/D(米) 1996年1月     50 0 50

ゲディ・トーレ PA-200(伊)** 1997年1月      0 40 40

オランダ フォルケル F-16(蘭) 1991年9月      0 20 20

トルコ アキンジ*** F-16(トルコ) 1997年10月      0 0 0

バリケシル*** F-16(トルコ) 1997年9月      0 0 0

インジルリク F-16C/D(米) 1998年4月 50 40 90

英国 ラケンヒース F-15E(米） 1994年11月 110 0 110

合計 300 180 480

＊武器貯蔵保安システム。本文参照。
＊＊ＰＡ-２００は、英独伊共同開発の戦闘爆撃で、「トルネード」と通称される。
＊＊＊基地は暫定休止状態にある。
†２００１年に２０発の核爆弾がアラクソス空軍基地から撤去され、貯蔵容量が満杯に
なるアビアノ空軍基地ではなく、ラムスタイン空軍基地に移設されたと仮定した。ある
いは、米国に持ち帰られた可能性もある。
††これらの核兵器の半数は、２００３年のメミンゲン空軍基地の閉鎖後に米国に持ち
帰られた可能性がある。
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Ｍ

定指令（ＰＤＤ）／ＮＳＣ７４が、ヨーロッパに４８０発の核爆彈
を配備する権限を国防総省に認可したことである。クリ
ステンセンはまた、配備基地が写っている商業衛星写真
と過去の空軍資料やサンディア国立研究所の資料の分
析によって、ヨーロッパにおける核兵器が貯蔵されている
ヨーロッパ固有の貯蔵システム（武器貯蔵保安システム＝
ＷＳＳＳ。ＷＳ３と書かれることもある）を詳しく分析した。それ
によってＷＳＳＳは、核任務を与えられた戦闘機の格納庫
の内部に建設された兵器貯蔵地下室（ＷＳＶ）を中心に
構成されており、各ＷＳＶは従来推定されていた２基では
なく４基の核爆彈を収納できることを突き止めた。
　配備されている核兵器の種類は、Ｂ６１重力爆弾であ
り、Ｂ６１-３、Ｂ６１-４、Ｂ６１-１０の３種類の型があると考えられ
る。ぞれの形式は異なる４段階の威力に調節できる。その
範囲は０．３キロトンから１７０キロトンに及ぶ。本誌でしばし
ば説明してきたように、米国は５キロトン以下のミニ・
ニュークを新しく開発するまでもなく、すでに持っているこ
とが、この数字によっても分るであろう。
　配備先はベルギー、ドイツ、イタリア、オランダ、イギリ
ス、トルコの６か国にある８か所の空軍基地である（７ペー
ジの表を参照）。

　冷戦の遺産に与えられた
　新しい任務

　欧州に配備された４８０発の核爆弾は、冷戦時にＮＡＴ
Ｏとワルシャワ条約機構が欧州に前方展開した膨大な
量の核兵器の最後の残りである。旧ソ連は東欧諸国に
核兵器を配備したが、それらはすべて撤去された。ＮＡＴ
Ｏに配備された核弾頭の数は１９７３年にピーク（約７，３００
発）に達し、その後徐 に々減少していった。１９９１年に、米
国政府はＮＡＴＯ諸国の同意のもとに、残りのすべての核
兵器の撤去を決定したが、航空機に搭載される４８０発の
核爆弾だけは残された２。
　これは、今日、世界で保有国の領土外の基地に配備さ
れた唯一の核兵器であり、その数は、中国の核弾頭数よ
りも大きく米ロに次いで第３位の大きさである。
　報告書によれば、これらの核爆弾は、ロシアやイラン、
シリアといった中東諸国に対するＮＡＴＯの核攻撃計画
に組み込まれている。すなわち、米国の情報公開法に
よって部分的に機密解除された文書によれば、１９９０年代
半ばには、米国欧州軍（ＥＵＣＯＭ）の地域外においてヨー
ロッパにある米国核戦力を使用できるようにする政策が
策定された。その結果、欧州軍は中東における、米中央
軍（ＣＥＮＴＣＯＭ）管轄地域内の核攻撃任務に従事するこ
とになった。

　核攻撃の分担は
　ＮＰＴ違反

　４８０発の米国の核爆弾のうち最大で１８０発が、有事に
は、ベルギー、ドイツ、イタリア、オランダ、トルコの各国に
引き渡されて、各国の空軍機によって投下されることに
なっている（７ページ表参照）。この事実は、以前からさま

ざまなＮＧＯが指摘してきたことであるが、今回のＮＲＤＣ
報告はこの問題を改めて提起し、「米国による核攻撃の
アウトソーシング（外注先委託）」として、さまざまなメディ
アによって報じられた３。
　平時には米国が核兵器を完全に管理しているが、ベ
ルギー以下の英国を除く５か国は非核兵器国であるにも
かかわらず有事に核兵器国として行動する。このような
密約は、核不拡散条約（ＮＰＴ）の目的を侵害している。す
なわち、ＮＰＴの第１条では、核兵器を「いかなる者に対し
ても直接または間接に譲渡しない」ことが核兵器国の義
務として定められている。米国が有事に、英国を除く非核
兵器国にＢ６１核爆弾を使用させるのは、この第１条に違
反する。第２条では、核兵器を「いかなる者からも直接ま
たは間接に受領しない」ことを非核兵器国の義務として
定めている。英国を除く非核兵器国が米国から核兵器を
受領して、その国の空軍機で投下するというのは、第２条
に対する違反である。
　クリステンセンは、「もし中国の核兵器を北朝鮮の航空
機に搭載し、投下する訓練をさせていたとしたら、どうだ
ろうか。同じことをＮＡＴＯはやっているのである」と語って
いる。

　戦術核全面撤去による
　真の緊張緩和を……

　最近、ＮＡＴＯは、核攻撃可能な空軍機の待機状態を
緩和したことを発表した。これは、核攻撃用の電子装置
やメカニズムが航空機から取り外されたことを示唆して
おり、ヨーロッパの核兵器にとって即応すべき作戦上の要
求が存在しないことを意味する４。ロシアが核戦力の近
代化を継続する理由として、ＮＡＴＯによる核の脅威を挙
げていることを想起すれば、必要のない核兵器を配備し
続けることによって、欧州とロシアとの関係に無用の緊張
を強いているのは自明のことである。
　報告書は、ヨーロッパの戦術核は米国に撤去されるべ
きであることを勧告し、そうすることによって、米国とＮＡＴ
Ｏ諸国はロシアにたいしても非戦略核の劇的な削減を
求め、かつ中東非核兵器地帯を創出するよう訴えるべき
であると主張している。（大滝正明、梅林宏道）

注）
１．本誌２１５/６号（０４．８．１５）の「地球上全核弾頭データ」でも、Ｎ
ＲＤＣに従って６か国９か所の空軍基地にＮＡＴＯ軍用として約
１５０発のＢ６１核爆弾が配備されているとした。

２．報告書２４ページに推移を表すグラフがある。
３．報告書についての各種メディアの電子版記事が

www.nukestrat.com/news.htmlに紹介されている。
４．報告書、ページ６９－７０。

●Ｍ
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坂本龍一さんが序文でアピール！

序文：チョン・テチュン
韓国の代表的な民衆歌手。平和活動家とし
ても知られる。日韓の連帯を祝して、自ら作詞
された「きのこ雲の歌」を序文として贈った。

　庭野平和財団の助成を受け、ピースデポが韓国のＮＧＯ平
和ネットワークと共同で制作した。梅林宏道、イ・サムソン（翰
林大学教授）、土山秀夫（元長崎大学学長）など、日韓の専門
家が「なぜ非核地帯が重要か」を論じているほか、「スリー・プ
ラス・スリー」構想の解説とモデル条約案の紹介、初心者のた
めの入門講座もある。
　序文では世界的なアーティスト坂本龍一が、「東アジアの
緊張を解くための方法」を独自の発想で語っている。「東北ア
ジア非核地帯」への理解を深める上で最適の教科書です。

序文：坂本龍一
世界的に著名な作曲家。映画『ラストエン
ペラー』の作曲でアカデミー音楽賞を受
賞。音楽活動はもとより、平和運動にも取り
組み、活躍している。ニューヨーク在住。

日韓ツイン・ブックレット

「東北アジア非核地帯」完成！

　『東北アジア非核地帯』
梅林宏道、イ・サムソン、日韓共同刊行委員会編
日本語版３００円。（１０４ページ（韓国語版９６ページ））
お問合わせはピースデポまで。

「東北アジア非核地帯」に関心のある人に
おすすめの１冊。日韓ツインブックレット「東北アジア非核地帯」

日本語版目次
序文 坂本龍一／チョン・テチュン
入門編 非核兵器地帯って何？
本編 なぜ非核地帯が重要か？

梅林宏道
イ・サムソン（韓国）
土山秀夫
イ・ジュンキュ（韓国）

解説編 モデル条約の意義と論点
梅林宏道
シェン・ディンリ（中国）
Ｊ・エンフサイハン（モンゴル）
カン・ジョンミン（韓国）

資料編 モデル「東北アジア非核地帯条約」（案）

核のない世界が平和を守る

　世界の大半の人間による反対の声もむなしく、2003年にブッシュ政権はイラク戦争を始め、国際法を無視したその戦争を日本の小泉政権はいち早く支持した上に、憲法を無視してイラクに自衛隊を送った。その口実の一つが、アメリカの言うこ

坂本 龍一（Sakamoto Ryuichi）

とを聞いておかないと、もし北朝鮮が日本を攻めてきた

時守ってもらえない、というものだった。しかし、ぼく

はこれはおかしな議論だと思った。もし東アジアに緊張

があるのならば、武力を補強する前に、まずその緊張を

なくすことを努力するべきではないか。戦争は最後の手
６　　東北アジア非核地帯
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次の人たちがこの号の発行に
参加･協力しました。

秋山祐子(ピースデポ)､田巻一彦（ピースデポ）、中村
桂子（ピースデポ）、丸茂明美（ピースデポ）、湯浅一郎、
青柳絢子、大澤一枝、大滝正明、津留佐和子、中村和
子、林公則、山口響、梅林宏道

宛名ラベルメッセージについて
●会員番号（６桁）：会員の方に付いています。●「（定）」：会
員以外の定期購読者の方。●「今号で誌代切れ、継続願いま
す。」「誌代切れ、継続願います。」：入会または定期購読の更
新をお願いします。●メッセージなし：贈呈いたしますが、入
会を歓迎します。

ピースデポの会員になって下さい。
会費には、『モニター』の購読料が含まれています。会員には、会の情報を伝える『会報』が郵送されるほか、書籍購入、情報等の
利用の際に優遇されます。『モニター』は、紙版（郵送）か電子版（メール配信）のどちらかを選択できます。料金体系は変わりませ
ん。詳しくは、ウェブサイトの入会案内のページをご覧ください。（会員種別、会費等については、お気軽にお問い合わせ下さい。）

書：秦莞二郎

ピースデポ電子メールアドレス：事務局＜office@peacedepot.org＞梅林宏道＜CXJ15621@nifty.ne.jp＞
田巻一彦＜tamaki@pw.catv.ne.jp＞中村桂子＜nakamura@peacedepot.org＞丸茂明美＜marumo@peacedepot.org＞

今号の略語
ＣＤ＝ジュネーブ軍縮会議
ＣＴＢＴ＝包括的核実験禁止条約
ＦＭＣＴ＝カットオフ条約
ＮＡＴＯ＝北大西洋条約機構
ＮＰＴ＝核不拡散条約
ＰＡＣＯＭ＝米太平洋軍

日  誌
２００５.３.２１～４.５

作成：中村桂子、林公則

ＮＮＳＡ＝国家核安全保障管理局／ＭＤ＝ミサ
イル防衛／ＷＭＤ＝大量破壊兵器

　最初の非核地帯条約である「ラテンアメリカ及びカリブ地
域非核地帯条約」（トラテロルコ条約）が署名されたゆかりの
場所トラテロルコ（メキシコシティ）で、史上初の現存する４非
核地帯条約が合流した加盟国会議が開催される。４つの非
核地帯間の相互協力を強め、新しい非核地帯の創設を促
し、核軍縮・不拡散を促進するためである。ＮＰＴ再検討会

●４月２６日
１７：００－１９：００　開会式
トラテロルコ条約あいさつ
ラロトンガ条約あいさつ
バンコク条約あいさつ
ペリンダバ条約あいさつ他

ト
ラ
テ
ロ
ル
コ
で
東
北
ア
ジ

ア
非
核
地
帯
を
訴
え
る

非核地帯条約加盟国及び署名国会議
２００５年４月２６日～２８日、メキシコシティ・トラテロルコ

●４月２７日
１０：００－１３：００

会議次第の決定と一般演説
９：００－１１：００
ＭｆＰ／ＰＮＮＤ共催の平行会議

１５：００－１８：００
非核地帯の真正の不拡散への貢献

沖縄
●３月２５日　伊良部町議会が臨時議会で、下地
島空港への自衛隊訓練と駐屯誘致に反対する議
案を可決。
●３月２５日付　県公文書館が収集した沖縄戦後
史を記録した行政文書を２５日から公開。
●３月２８日　航空自衛隊那覇基地の第８３基地防
空隊が新たに配備。
●３月２９日　米軍用地認定取り消し訴訟で、那覇
地裁が原告の請求を棄却。
●３月３０日　野党の国会議員７４人が沖縄等米軍
基地問題議員懇談会の設立総会を開催。

●４月１日　日米合同委員会が基地外での米軍
機事故に関するガイドラインを了承。
●４月１日　イラクに派遣されていた在沖米海兵
隊のヘリ部隊が沖縄に帰還。稲嶺知事は遺憾の
意を、伊波洋一宜野湾市長は抗議の意を表明。
●４月１日　米軍楚辺通信所の使用延長、国が改
定駐留軍用地特別措置法に基づき、代理署名。
●４月１日　県土木建築部が、辺野古沖でのボー
リング地質調査と公共用財産使用協議の期間更
新について、１年間の延長に同意。
●４月１日　キャンプ・ハンセン内のレンジ９で、山
火事が発生。
●４月２日　イラクに派遣されていた在沖米海兵
隊の歩兵ら１７００人が、ホワイトビーチに到着。
●４月２日　海兵隊のヘリ部隊を米軍伊江島補助
飛行場に移転する案が日米政府の協議で検討さ
れていることが判明。
●４月２日　米軍機の墜落・不時着事故の現場統
制で、米に現場封鎖権限を与えた日米合意の存
在を外務省が隠していたことが判明。
●４月４日　キャンプ・ハンセンのレンジ２付近で
山火事が発生。

◆◆◆◆

●４月２８日
１０：００－１２：００

非核地帯間の政治的協力を強化する仕組み
ＭｆＰ／ＰＮＮＤ共催の平行会議からの報告

１２：００－１３：００
宣言の採択

議直前の時期を選び、再検討会議に対して強いメッ
セージを送ろうとしている。
　平和市長会議（ＭｆＰ）と核軍縮議員ネットワーク（ＰＮＮ
Ｄ）がＮＧＯとして招待され、平行会議を共催する。そこで
は、ピースデポから梅林宏道代表が参加して、東北アジ
ア非核地帯の重要性と現実性を訴える。

●３月２１日　北朝鮮の朝鮮中央通信社、米国の
攻撃を阻止するために核兵器を増強したと表明。
韓国の聯合ニュースの報道。
●３月２３日　イランのウラン濃縮関連活動停止を
めぐる英仏独との協議で、交渉の進展状況を点
検する運営委員会がパリで開催されるも合意に
至らず。ロイター。
●３月２４日　イランの反体制活動家、同国がテヘ
ラン近郊の軍事施設に極秘にウラン濃縮のため
の地下施設を建設、レーザー濃縮作業を始めたと
指摘。ロイター。
●３月２５日　政府、日本有事における住民の避
難・救援、国と地方自治体の連携のあり方等を定
めた「国民保護に関する基本指針」を閣議決定。
●３月２５日　ブッシュ米大統領、核開発疑惑に対
する制裁措置として凍結していたパキスタンへの
Ｆ１６戦闘機売却に合意。
●３月２８日　防衛庁シンクタンク「防衛研究所」、
日本周辺の安全保障環境を分析した「東アジア
戦略概観２００５」を公表。中国への警戒感を強調。
●３月３０日　イラン政府、０３年に高濃縮ウランが
検出された中部ナタンツのウラン濃縮のための地
下施設や、イスファハンのウラン転換施設をメディ
アに公開。

●３月３１日　米情報機関に関する独立調査委員
会、大統領に最終報告書を提出。イラクＷＭＤ疑
惑に関する情報分析は「完全な間違い」と結論。
●３月３１日　北朝鮮外務省、６か国協議は今後、
朝鮮半島非核化のため「参加国が平等な姿勢で
問題を解決する軍縮会談になるべきだ」との談話
を発表。朝鮮中央通信。
●４月１日　ＭＤに関する法的枠組みを整備する
自衛隊法と、陸海空３自衛隊の統合運用を開始
するための防衛庁設置法の両改正案が衆院本
会議で審議入り。
●４月１日　国連総会の特設委員会、テロリストに
よる核物質の入手を防ぐことを目的とした「核テロ
防止条約」の草案を全会一致で採択。
●４月４日　米ＮＮＳＡのブルックス局長、米上院
軍事委員会で証言。２０１２～１５年までに核実験が
不要な新型核弾頭の原型の製造が可能との見
通しを示す。
●４月５日　ラジオ・ロシア、北京を訪問した北朝
鮮の姜錫柱第１外務次官の発言として、同国が６
か国協議の再開に同意したと報道。ラヂオプレス
（東京）。


